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附
属
書
Ⅰ

第
六
条
１
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
留
保

１

締
約
国
の
表
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
に
適
合
し
な
い
現
行
の
措
置
に
関
し
当
該
締
約
国
が
付

す
る
留
保
に
つ
い
て
、
第
六
条
１
の
規
定
に
従
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
条
（
内
国
民
待
遇
）

(a)

第
三
条
（
最
恵
国
待
遇
）

(b)

第
五
条
（
特
定
措
置
の
履
行
要
求
）

(c)

第
十
条
（
経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
）

(d)
２

留
保
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

分
野
。
「
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
一
般
的
な
分
野
を
示
す
。

(a)

小
分
野
。
「
小
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
個
別
の
分
野
を
示
す
。

(b)

産
業
分
類
。
「
産
業
分
類
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
該
当
す
る
国
内
産
業
分
類
又
は
国
際
産
業

(c)
分
類
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
の
み
示
す
。
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留
保
の
種
類
。
「
留
保
の
種
類
」
に
は
、
１
に
規
定
す
る
義
務
で
あ
っ
て
留
保
の
対
象
と
な
る
も
の
を
特
定
す
る
。

(d)

措
置
。
「
措
置
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
現
行
の
法
令
そ
の
他
の
措
置
を
明
示
す
る
。
「
措
置
」
の
事
項
に
記
載

(e)
す
る
措
置
は
、

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
改
正
さ
れ
、
継
続
さ
れ
、
又
は
更
新
さ
れ
て
い
る
措
置
で
あ
り
、
ま

(i)

た
、

当
該
措
置
の
委
任
を
受
け
て
採
用
さ
れ
、
又
は
維
持
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
適
合
す
る
補
助
的
な
措
置
を
含

(ii)

む
。概

要
。
「
概
要
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
現
行
の
措
置
が
１
に
規
定
す
る
義
務
に
適
合
し
な
い
点
を
記
載
す
る
。

(f)
３

留
保
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
留
保
は
、
当
該
留
保
が
付
さ
れ
る
こ
の

協
定
の
関
連
規
定
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
。
「
措
置
」
は
、
他
の
全
て
の
事
項
に
優
先
す
る
。

４

こ
の
附
属
書
の
適
用
上
、

「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
が
作
成
し
、
二
千
七
年
十
一
月
六
日
に
改
定
し
た
日
本
標
準
産
業
分
類
の
番
号
を
い

(a)
う
。「

Ｃ
Ｐ
Ｃ
」
と
は
、
暫
定
的
な
中
央
生
産
物
分
類
（
統
計
文
書
Ｍ
第
七
十
七
号
、
国
際
連
合
国
際
経
済
社
会
局
統
計

(b)
部
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
千
九
百
九
十
一
年
）
の
番
号
を
い
う
。
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「
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
国
際
連
合
経
済
社
会
理
事
会
に
よ
り
千
九
百
四
十
八
年
八
月
二
十
七
日
に
そ
の
第
七
回
会
期
に

(c)
お
い
て
採
択
さ
れ
、
千
九
百
八
十
九
年
五
月
二
十
二
日
に
改
正
さ
れ
た
全
経
済
活
動
の
国
際
標
準
産
業
分
類
の
番
号
を
い

う
。

第
一
節

日
本
国
の
表

一

分
野

金
融
業

小
分
野

銀
行
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
二
二

銀
行
（
中
央
銀
行
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
一

中
小
企
業
等
金
融
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条

概
要

預
金
保
険
制
度
は
、
日
本
国
の
管
轄
内
に
本
店
を
有
す
る
金
融
機
関
の
み
を
対
象
と
す
る
。
当
該
制
度
は
、
外
国

銀
行
支
店
が
受
け
入
れ
る
預
金
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。

二

分
野

熱
供
給
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
五
一
一

熱
供
給
業



64

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
熱
供
給
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す

る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

三

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

電
気
通
信
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
○
○

主
と
し
て
管
理
事
務
を
行
う
本
社
等

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
一

地
域
電
気
通
信
業
（
有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
三
一

電
気
通
信
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
六
条
及
び
第
十
条

概
要

１

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決

(a)

(c)

権
の
割
合
の
合
計
が
三
分
の
一
以
上
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
て

は
な
ら
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
政
府
又
は
そ
の
代
表
者

(b)

外
国
の
法
人
又
は
団
体

(c)
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２

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日

本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
取
締
役
又
は
監
査
役
に
就
任
し
て
は
な
ら
な
い
。

四

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

電
気
通
信
業
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
一

地
域
電
気
通
信
業
（
有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
二

長
距
離
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
九

そ
の
他
の
固
定
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
二
一

移
動
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
〇
一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
三
七
一
一
、
三
七
一
二
、
三
七
一
九
、
三
七
二
一
又
は
四
〇
一
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対

象
と
な
る
活
動
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
登
録

が
求
め
ら
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
電
気
通
信
業
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

付
随
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

五

分
野

製
造
業
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小
分
野

医
薬
品
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
五
三

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
生
物
学
的
製
剤
製
造
業
へ
の
投
資
を

行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
生
物
学
的
製
剤
製
造
業
」
と
は
、
主

と
し
て
ワ
ク
チ
ン
、
血
清
、
毒
素
、
抗
毒
素
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
製
剤
及
び
血
液
製
剤
を
製
造
す
る
事
業
所
に

お
い
て
行
わ
れ
る
経
済
活
動
を
い
う
。

六

分
野

製
造
業

小
分
野

皮
革
及
び
皮
革
製
品
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
一
八
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
衣
服
・
繊
維
製
身
の
回
り
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
九
四

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
九
二

ゴ
ム
製
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
履
物
・
同
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
一
一

な
め
し
革
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
二
一

工
業
用
革
製
品
製
造
業
（
手
袋
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
三
一

革
製
履
物
用
材
料
・
同
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
四
一

革
製
履
物
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
五
一

革
製
手
袋
製
造
業
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Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
六
一

か
ば
ん
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
七

袋
物
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
八
一

毛
皮
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
○
九
九

そ
の
他
の
な
め
し
革
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
二
五
三

運
動
用
具
製
造
業

注
１

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一
一
八
九
又
は
三
二
五
三
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
皮
革
及
び
皮

革
製
品
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

注
２

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一
六
九
四
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
動
物
系
接
着
剤
（
に
か
わ
）

及
び
ゼ
ラ
チ
ン
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
皮
革
及
び
皮
革
製
品
製
造
業
へ
の
投

資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

七

分
野

船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
事
項

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）
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措
置

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
一
条

概
要

日
本
国
の
船
籍
は
、
日
本
国
の
国
民
又
は
日
本
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
表

者
の
全
員
及
び
業
務
を
執
行
す
る
役
員
の
三
分
の
二
以
上
が
日
本
国
の
国
民
で
あ
る
も
の
が
所
有
す
る
船
舶
に
与
え

ら
れ
る
。

八

分
野

鉱
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

概
要

日
本
国
の
国
民
又
は
法
人
の
み
が
、
鉱
業
権
又
は
租
鉱
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九

分
野

石
油
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五
三

原
油
・
天
然
ガ
ス
鉱
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
一
一

石
油
精
製
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
二
一

潤
滑
油
・
グ
リ
ー
ス
製
造
業
（
石
油
精
製
業
に
よ
ら
な
い
も
の
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
四
一

舗
装
材
料
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
九
九

そ
の
他
の
石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
七
一
一

倉
庫
業
（
冷
蔵
倉
庫
業
を
除
く
。
）



69

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
七
二
一

冷
蔵
倉
庫
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
三
三
一

石
油
卸
売
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
〇
五
一

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
〇
五
二

燃
料
小
売
業
（
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業

注
１

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一
七
四
一
、
一
七
九
九
、
四
七
一
一
、
四
七
二
一
又
は
六
〇
五
二
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保

の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
石
油
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

注
２

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
九
二
九
九
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
産
業
に
関
連

す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
石
油
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る

外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
も
っ
と
も
、
エ
チ
レ
ン
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
そ
の

他
の
全
て
の
有
機
化
学
工
業
製
品
は
、
石
油
業
の
範
囲
外
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す

る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

十

分
野

農
林
水
産
業
及
び
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
で
あ
っ

て
、
附
属
書
Ⅱ
の
日
本
国
の
表
の
八
の
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

小
分
野
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産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一

農
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
二

林
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三

漁
業
（
水
産
養
殖
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四

水
産
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
二
四

農
業
協
同
組
合

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
二
五

漁
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
七
一

農
林
水
産
業
協
同
組
合
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
農
林
水
産
業
及
び
関
連
す
る
サ
ー
ビ

ス
（
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
で
あ
っ
て
、
附
属
書
Ⅱ
の
日
本
国
の
表
の
八
の

項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

十
一

分
野

警
備
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
三
一

警
備
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
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概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
警
備
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る

外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

十
二

分
野

運
輸
業

小
分
野

航
空
運
輸
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
六
○
○

主
と
し
て
管
理
事
務
を
行
う
本
社
等

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
六
一
一

航
空
運
送
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
三
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
七
章
及
び
第
八
章

概
要

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
航
空
運
送
事
業
へ
の
投
資
を
行
お

う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

日
本
国
の
航
空
運
送
事
業
者
と
し
て
航
空
運
送
事
業
を
営
む
た
め
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
は
、
こ
れ
を
申
請

す
る
次
の
自
然
人
又
は
団
体
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)
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か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

航
空
運
送
事
業
者
が

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
又
は
団
体
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
こ
の
許
可

(a)

(d)

は
、
効
力
を
失
う
。
許
可
を
受
け
る
た
め
の
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
航
空
運
送
事
業
者
を
実
質
的
に
支
配
す
る
持
株

会
社
等
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

３

日
本
国
の
航
空
運
送
事
業
者
又
は
日
本
国
の
航
空
運
送
事
業
者
を
実
質
的
に
支
配
す
る
会
社
（
そ
の
持
株
会
社

を
含
む
。
）
は
、
２

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て
当
該
航
空
運
送
事
業
者
又
は
当
該
会

(a)

(c)

社
の
株
式
を
所
有
す
る
も
の
か
ら
そ
の
名
称
及
び
住
所
を
株
式
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
請
求
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
り
２

に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
請
求

(d)

を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

４

外
国
の
航
空
運
送
事
業
者
は
、
国
際
航
空
運
送
事
業
を
営
む
た
め
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
を
使
用
し
て
日
本
国
内
か
ら
出
発
し
、
又
は
日
本
国
内
に
到
着
す
る
旅
客
又
は

貨
物
を
有
償
で
運
送
す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
は
、
日
本
国
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
空
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
三

分
野

運
輸
業

小
分
野

航
空
運
輸
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
六
○
○

主
と
し
て
管
理
事
務
を
行
う
本
社
等
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Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
六
二
一

航
空
機
使
用
業
（
航
空
運
送
業
を
除
く
。
）

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
七
章
及
び
第
八
章

概
要

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
航
空
機
使
用
業
へ
の
投
資
を
行
お

う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

航
空
機
使
用
業
を
営
む
た
め
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
は
、
こ
れ
を
申
請
す
る
次
の
自
然
人
又
は
団
体
に
は
与

え
ら
れ
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

航
空
機
使
用
事
業
者
が

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
又
は
団
体
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
こ
の
許

(a)

(d)

可
は
、
効
力
を
失
う
。
許
可
を
受
け
る
た
め
の
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
航
空
機
使
用
事
業
者
を
実
質
的
に
支
配
す
る

持
株
会
社
等
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

３

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
は
、
日
本
国
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
空
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
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十
四

分
野

運
輸
業

小
分
野

航
空
運
輸
業
（
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
航
空
機
の
登
録
）

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
章

概
要

１

次
の
自
然
人
又
は
団
体
が
所
有
す
る
航
空
機
の
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
登
録
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

２

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
の
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
登
録
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

十
五

分
野

運
輸
業

小
分
野

貨
物
利
用
運
送
事
業
（
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
除
く
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
四
一

集
配
利
用
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
二
一

利
用
運
送
業
（
集
配
利
用
運
送
業
を
除
く
。
）
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留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
三
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）

概
要

次
の
自
然
人
又
は
団
体
は
、
外
航
海
運
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
む
た
め
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の

登
録
、
許
可
又
は
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
登
録
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
き
行
わ
れ
、
こ
の
許
可
又

は
認
可
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
き
与
え
ら
れ
る
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

十
六

分
野

運
輸
業

小
分
野

貨
物
利
用
運
送
事
業
（
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
限
る
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
四
一

集
配
利
用
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
二
一

利
用
運
送
業
（
集
配
利
用
運
送
業
を
除
く
。
）

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）
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最
恵
国
待
遇
（
第
三
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）

概
要

１

次
の
自
然
人
又
は
団
体
は
、
日
本
国
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営

む
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

２

１

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
又
は
団
体
は
、
国
際
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
む

(a)

(d)

た
め
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
、
許
可
又
は
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
登
録
は
、
相
互
主
義

に
基
づ
き
行
わ
れ
、
こ
の
許
可
又
は
認
可
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
き
与
え
ら
れ
る
。

十
七

分
野

運
輸
業

小
分
野

鉄
道
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
二
一

鉄
道
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
五
一

鉄
道
施
設
提
供
業
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留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
鉄
道
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る

外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
鉄
道
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両
の
全
部
又
は
一
部
及
び
部
品
の
製
造
は
、
鉄
道

業
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易

法
に
基
づ
く
事
前
届
出
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

十
八

分
野

運
輸
業

小
分
野

道
路
旅
客
運
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
一
一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両

の
全
部
又
は
一
部
及
び
部
品
の
製
造
は
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
は
必
要
と
さ
れ
な

い
。
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十
九

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
二

沿
海
海
運
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
三

内
陸
水
運
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
四
二

内
航
船
舶
貸
渡
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
水
運
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る

外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
水
運
業
」
と
は
、
外
航
海
運
業
、
沿
海
海
運
業
（
日

本
国
内
の
港
の
間
の
海
上
運
送
）
、
内
陸
水
運
業
及
び
船
舶
貸
渡
業
を
い
う
。
た
だ
し
、
外
航
海
運
業
及
び
船
舶
貸

渡
業
（
内
航
船
舶
貸
渡
業
を
除
く
。
）
は
、
事
前
届
出
の
要
件
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

二
十

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
三
条
）

措
置

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

概
要

日
本
国
の
法
令
又
は
日
本
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
日
本
国
の
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船
籍
を
有
し
な
い
船
舶
は
、
日
本
国
内
の
不
開
港
場
へ
の
寄
港
及
び
日
本
国
内
の
港
の
間
の
貨
物
又
は
旅
客
の
運
送

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

二
十
一

分
野

上
水
道
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
六
一
一

上
水
道
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
上
水
道
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す

る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
二
節

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
表

一

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
五
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）
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措
置

労
働
基
本
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条

概
要

十
人
を
超
え
る
労
働
者
を
雇
用
す
る
雇
用
者
は
、
通
常
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
技
能
を

有
す
る
職
員
、
専
門
職
員
又
は
管
理
職
員
そ
の
他
の
責
任
の
あ
る
地
位
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
割
合
で
、
自
己
の
通
常
の
労
働
力
の
一
部
と
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
を
雇
用
す
る
。

こ
れ
ら
の
割
合
は
、
雇
用
者
の
要
請
に
よ
り
、
不
可
欠
か
つ
技
術
分
野
の
労
働
者
に
つ
い
て
、
か
つ
、
コ
ロ
ン
ビ

ア
の
国
民
で
あ
る
労
働
者
を
訓
練
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
み
、
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

二
千
年
政
令
第
二
千
八
十
号
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条

概
要

外
国
投
資
家
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
、
外
国
資
本
に
よ
る
投
資
の
た
め
の
基
金
を
通
じ
て
の
み
、
証
券
に
関

し
て
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
一
環
と
し
て
の
投
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）
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措
置

概
要
に
定
め
る
措
置
（
千
九
百
九
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
第
三
条
及
び
第
十
一
条
を
含
む
。
）

概
要

コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
既
存
の
公
的
企
業
又
は
政
府
機
関
の
持
分
又
は
資
産
を
売
却
し
、
又
は
処
分
す
る
場
合
に
は
、

日
本
国
若
し
く
は
非
締
約
国
の
投
資
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
が
そ
の
よ
う
な
持
分
又
は
資
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁

止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
及
び
そ
の
よ
う
な
持
分
又
は
資
産
の
所
有
者
と
し
て
後
継
企
業
を
支
配
す
る
能
力
を
制

限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
そ
の
よ
う
な
売
却
そ
の
他
の
処
分
に
関
し
、
経
営
幹
部
又
は
取
締
役
会

の
構
成
員
の
国
籍
に
関
連
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
適
合
し
な
い
措
置
に
関
連
す
る
現
行
の
法
令
に
は
、
千
九
百
九
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
を
含
む
。
こ

の
点
に
関
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
企
業
の
持
分
の
全
部
又
は
一
部
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
公
的
企
業
及
び
他
の
政
府
機
関

以
外
の
者
に
売
却
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
、
専
ら
次
の
者
に
対
し
、
千
九
百
九
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
第
十
一
条
に
定
め
る
条
件
の
下
で
当
該
持
分
を
提
示
す
る
。

持
分
を
売
却
さ
れ
る
企
業
又
は
当
該
企
業
が
所
有
し
、
若
し
く
は
支
配
す
る
他
の
企
業
の
現
在
の
被
用
者
、
年

金
受
給
者
及
び
被
用
者
で
あ
っ
た
者
（
正
当
な
理
由
に
よ
り
解
職
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）

当
該
企
業
の
被
用
者
及
び
被
用
者
で
あ
っ
た
者
の
団
体

労
働
組
合

労
働
組
合
の
連
合
及
び
総
連
合

被
用
者
基
金

年
金
基
金
及
び
退
職
基
金

協
同
組
合
（
注
）

も
っ
と
も
、
当
該
持
分
が
移
転
さ
れ
、
又
は
売
却
さ
れ
た
後
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
当
該
持
分
の
そ
の
後
の
移
転

そ
の
他
の
処
分
を
規
制
す
る
権
利
は
、
留
保
し
な
い
。
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こ
の
留
保
の
適
用
上
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
後
に
維
持
さ
れ
、
又
は
採
用
さ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
売

却
そ
の
他
の
処
分
の
時
に
持
分
若
し
く
は
資
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
こ
の
留
保

に
定
め
る
国
籍
の
要
求
を
課
す
る
も
の
は
、
現
行
の
措
置
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
公
的
企
業
」
と
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
よ
る
持
分
の
所
有
を
通
じ
て
所
有
さ
れ
、
又
は
支

配
さ
れ
る
企
業
を
い
い
、
専
ら
既
存
の
公
的
企
業
又
は
政
府
機
関
の
持
分
又
は
資
産
の
売
却
又
は
処
分
の
た
め
に
こ

の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
後
に
設
立
さ
れ
る
企
業
を
含
む
。

注

千
九
百
九
十
八
年
法
律
第
四
百
五
十
四
号
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
存
在
す
る
協
同
組
合
の
種
類
を
定
め
る
。
当

該
協
同
組
合
に
は
、
「
貯
蓄
信
用
協
同
組
合
」
、
「
金
融
協
同
組
合
」
及
び
「
多
目
的
総
合
協
同
組
合
」
が
あ

る
。

四

分
野

漁
業
及
び
漁
業
関
連
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス

漁
業
、
水
産
養
殖
業
及
び
漁
業
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｃ
Ｐ
Ｃ

八
八
二

漁
業
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス

Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五
〇
一

漁
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
三
条
）

措
置

千
九
百
九
十
一
年
政
令
第
二
千
二
百
五
十
六
号
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
六
十
七
条

二
千
三
年
決
定
第
五
号
第
二
節
及
び
第
七
節

概
要

外
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
領
水
内
に
お
け
る
商
業
的
漁
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
活
動
に
関
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し
、
こ
れ
ら
の
漁
業
及
び
活
動
の
許
可
を
得
て
い
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
企
業
と
提
携
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
当
該
許

可
を
得
る
こ
と
及
び
こ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
に
対
す

る
当
該
許
可
及
び
漁
獲
許
可
証
に
係
る
費
用
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
旗
国
と
す
る
船
舶
に
係
る
当
該
費
用
よ
り
高
い
。

外
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
の
旗
国
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
他
の
二
国
間
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
は
、
許
可
を
得

て
い
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
企
業
と
提
携
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
件
を
適
用
す
る
か
否
か
は
、
当
該
二
国
間

協
定
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。

五

分
野

民
間
警
備
・
監
視
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｃ
Ｐ
Ｃ

八
七
三

調
査
及
び
警
備

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

千
九
百
九
十
四
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
第
八
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
五
条

概
要

民
間
警
備
・
監
視
サ
ー
ビ
ス
を
営
む
企
業
の
共
同
経
営
者
又
は
構
成
員
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

外
国
人
の
構
成
員
又
は
外
国
資
本
に
よ
っ
て
千
九
百
九
十
四
年
二
月
十
一
日
前
に
設
立
さ
れ
た
企
業
は
、
外
国
人

の
構
成
員
の
参
加
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
日
前
に
組
織
さ
れ
た
協
同
組
合
は
、
そ
の
法
的
形
態
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

分
野

報
道

小
分
野

報
道
機
関
サ
ー
ビ
ス
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産
業
分
類

Ｃ
Ｐ
Ｃ

六
九
二
一

新
聞
及
び
定
期
刊
行
物
に
係
る
報
道
機
関
サ
ー
ビ
ス

留
保
の
種
類

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

千
九
百
四
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
第
十
三
条

概
要

コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
新
聞
で
あ
っ
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
の
編
集
責
任

者
及
び
社
長
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

分
野

家
庭
向
け
公
共
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

千
九
百
九
十
四
年
法
律
第
百
四
十
二
号
第
一
条
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
及
び
第
二
十
三
条

商
法
第
四
百
七
十
一
条
及
び
第
四
百
七
十
二
条

概
要

地
域
社
会
に
お
け
る
組
織
さ
れ
た
共
同
体
が
支
配
的
利
益
を
有
す
る
企
業
は
、
当
該
共
同
体
に
対
す
る
家
庭
向
け

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
の
営
業
権
又
は
許
可
の
付
与
に
関
し
、
同
等
の
条
件
を
提
示
す
る
企
業
に
優
先
す
る

も
の
と
す
る
。

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
家
庭
向
け
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
水
の
供
給
、
下
水
の
処
理
、
廃
棄
物
の
処
理
、
電
力
、

可
燃
性
ガ
ス
の
供
給
及
び
基
本
的
な
公
衆
交
換
電
話
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
補
足
的
な
活
動
を
含
む
。

基
本
的
な
公
衆
交
換
電
話
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
補
足
的
な
活
動
と
は
、
長
距
離
公
衆
電
話
サ
ー
ビ
ス
及
び
農
村
地
域

に
お
け
る
ワ
イ
ヤ
レ
ス
・
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
プ
固
定
電
話
サ
ー
ビ
ス
を
い
い
、
商
業
的
な
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
を
含

ま
な
い
。
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八

分
野

映
画

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
五
条
）

措
置

二
千
三
年
法
律
第
八
百
十
四
号
第
五
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条

概
要

外
国
映
画
の
上
映
及
び
配
給
に
は
、
当
該
上
映
及
び
配
給
か
ら
得
ら
れ
る
毎
月
の
純
収
入
の
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

に
設
定
さ
れ
る
映
画
振
興
料
を
課
す
る
。

外
国
映
画
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
短
編
映
画
と
と
も
に
上
映
さ
れ
る
場
合
に
は
、
上
映
者
に
適
用
さ
れ
る
映
画
振
興
料

は
、
二
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
額
さ
れ
る
。

二
千
十
三
年
ま
で
は
、
配
給
者
に
適
用
さ
れ
る
映
画
振
興
料
は
、
前
年
に
お
け
る
当
該
配
給
者
が
映
画
館
そ
の
他

の
上
映
者
に
配
給
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
長
編
映
画
の
割
合
が
政
府
が
設
定
し
た
目
標
の
割
合
以
上
で
あ
っ
た
場
合
に

は
、
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
額
さ
れ
る
。

九

分
野

ラ
ジ
オ
放
送
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

千
九
百
九
十
三
年
法
律
第
八
十
号
第
三
十
五
条

千
九
百
九
十
五
年
政
令
第
千
四
百
四
十
七
号
第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
八
条



86

概
要

情
報
番
組
又
は
報
道
番
組
の
制
作
責
任
者
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十

分
野

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
無
料
放
送

視
聴
覚
番
組
の
制
作
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
五
条
）

措
置

千
九
百
九
十
一
年
法
律
第
十
四
号
第
三
十
七
条

二
千
一
年
法
律
第
六
百
八
十
号
第
一
条
及
び
第
四
条

千
九
百
九
十
六
年
法
律
第
三
百
三
十
五
号
第
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条

千
九
百
九
十
五
年
法
律
第
百
八
十
二
号
第
三
十
七
条
第
三
号
、
第
四
十
七
条
及
び
第
四
十
八
条

千
九
百
九
十
五
年
決
定
第
二
号
第
十
条
第
二
項

千
九
百
九
十
七
年
決
定
第
二
十
三
号
第
八
条
第
二
項

千
九
百
九
十
七
年
決
定
第
二
十
四
号
第
六
条
及
び
第
九
条

千
九
百
九
十
七
年
決
定
第
二
十
号
第
三
条
及
び
第
四
条

概
要

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
無
料
放
送
に
係
る
免
許
を
有
す
る
企
業
に
お
け
る
外
国
人
の
持
分
は
、
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

に
制
限
す
る
。

全
国
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

全
国
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
無
料
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
（
放
送
事
業
者
又
は
番
組
枠
を
利
用
す
る
権
利
を
付
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与
さ
れ
た
者
を
い
う
。
）
は
、
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
お
い
て
、
国
内
で
制
作
さ
れ
た
番
組
を
次
の
と
お
り
放
送
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

午
後
七
時
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

午
後
十
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

(b)

午
前
十
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
の
午
後
七
時
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
六
十
パ
ー

(d)
セ
ン
ト

地
域
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
地
方
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

地
域
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
国
有
の
機
関
の
み
が
放
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
域
放
送
テ
レ
ビ
シ
ョ
ン
及
び

地
方
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
無
料
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
は
、
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
お
い
て
、
国
内
で
制
作
さ
れ
た

番
組
を
少
な
く
と
も
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
放
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一

分
野

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
有
料
放
送

視
聴
覚
番
組
の
制
作
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
五
条
）

措
置

二
千
一
年
法
律
第
六
百
八
十
号
第
四
条
及
び
第
十
一
条

千
九
百
九
十
五
年
法
律
第
百
八
十
二
号
第
四
十
二
条

千
九
百
九
十
七
年
決
定
第
十
四
号
第
十
四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
三
十
条
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千
九
百
九
十
六
年
法
律
第
三
百
三
十
五
号
第
八
条

千
九
百
九
十
八
年
決
定
第
三
十
二
号
第
七
条
及
び
第
九
条

概
要

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
有
料
放
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
企
業
は
、
認
可
さ
れ
た
対
象
区
域
に
お
い
て
利
用
可
能
な
無

料
放
送
の
全
国
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
、
地
域
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
地
方
公
共
団
体
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
チ
ャ

ン
ネ
ル
を
、
加
入
者
が
追
加
的
な
費
用
の
負
担
な
し
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
域
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
地
方
公
共
団
体
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
係
る
伝
送
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
の
有
料
放
送
の
放
送
事
業
者
の
技
術
的
な
能
力
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
。

衛
星
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
有
料
放
送
の
提
供
者
は
、
そ
の
基
本
の
番
組
編
成
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
営
放
送
の

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
あ
っ
て
公
共
の
利
益
に
関
す
る
も
の
に
係
る
伝
送
を
含
め
る
義
務
の
み
を
負
う
。
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の

有
料
放
送
の
提
供
者
は
、
国
内
調
達
割
当
て
の
条
件
に
従
っ
て
無
料
放
送
の
番
組
を
再
放
送
す
る
場
合
に
は
、
原
信

号
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
有
料
放
送
（
衛
星
に
よ
る
も
の
を
含
ま
な
い
。
）

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
有
料
放
送
に
係
る
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
元
の
番
組
の
広
告
と
異
な
る
広
告
を
伝
送
す
る

も
の
は
、
こ
の
表
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
無
料
放
送
及
び
視
聴
覚
番
組
の
制
作
サ
ー
ビ
ス
の
項
に
定
め
る
国
内
で
制
作

さ
れ
た
番
組
の
割
合
の
下
限
で
あ
っ
て
、
全
国
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
無
料
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
要
求
さ
れ

る
も
の
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
千
九
百
九
十
七
年
決
定
第
十
四
号
第
十
六
条
の
規
定
に

つ
い
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
領
域
外
で
番
組
に
広
告
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
有
料
放
送
の

提
供
者
に
対
し
て
国
内
で
制
作
さ
れ
た
番
組
の
割
合
の
下
限
を
遵
守
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
釈

す
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
第
六
条
１

の
規
定
に
従
い
、
こ
の
解
釈
を
引
き
続
き
適
用
す
る
。

(d)

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
有
線
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
は
、
少
な
く
と
も
一
時
間
の
番
組
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
制
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作
し
、
か
つ
、
毎
日
午
後
六
時
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で
の
間
に
少
な
く
と
も
一
時
間
、
当
該
番
組
を
放
送
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二

分
野

廃
棄
物
関
連
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

二
千
年
政
令
第
二
千
八
十
号
第
六
条

概
要

外
国
か
ら
の
投
資
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
外
で
発
生
し
た
毒
性
廃
棄
物
、
有
害
廃
棄
物
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
処

理
、
処
分
及
び
廃
棄
に
関
連
す
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
許
可
さ
れ
な
い
。

十
三

分
野

運
輸
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

海
上
運
送

河
川
運
送

産
業
分
類

Ｃ
Ｐ
Ｃ

七
二

水
上
運
送
サ
ー
ビ
ス

留
保
の
種
類

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
五
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
十
条
）

措
置

二
千
一
年
政
令
第
八
百
四
号
第
二
条
及
び
第
四
条
第
四
号

商
法
第
千
四
百
五
十
五
条

千
九
百
八
十
四
年
大
統
領
令
第
二
千
三
百
二
十
四
号
第
九
十
九
条
、
第
百
一
条
及
び
第
百
二
十
四
条
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二
千
一
年
法
律
第
六
百
五
十
八
号
第
十
一
条

千
九
百
九
十
八
年
政
令
第
千
五
百
九
十
七
号
第
二
十
三
条

概
要

コ
ロ
ン
ビ
ア
を
旗
国
と
す
る
船
舶
及
び
外
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
（
漁
業
に
関
連
す
る
船
舶
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
許
可
証
が
発
行
さ
れ
た
日
か
ら
六
箇
月
を
超
え
る
期
間
に
わ
た
っ
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
管
轄
権
に
属

す
る
水
域
で
運
航
す
る
も
の
（
そ
の
運
航
が
継
続
的
で
あ
る
か
断
続
的
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）
に
お
い
て
は
、

船
長
、
職
員
及
び
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
他
の
船
員
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
四

分
野

運
輸
業

小
分
野

特
殊
航
空
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
三
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
五
条
）

措
置

商
法
第
千
七
百
九
十
五
条
及
び
第
千
八
百
六
十
四
条

概
要

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
及
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
法
令
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
法
人
の
み
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て

特
殊
航
空
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
登
録
さ
れ
た
航
空
機
を
所
有
し
、
及
び
当
該
航
空
機
の
現
実
の
か
つ
実
効

的
な
管
理
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
殊
航
空
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
全
て
の
会
社
で
あ
っ
て
、
代
理
店
又
は
支
店
と
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
設
立
さ
れ

る
も
の
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
事
業
の
た
め
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
割
合
で
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
で
あ
る
労

働
者
を
雇
用
す
る
。
こ
の
割
合
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
で
あ
る
労
働
者
に
相
互
主
義
に
基
づ
く
待
遇
を
与
え
る
国
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の
国
民
で
あ
る
外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。
航
空
当
局
は
、
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
、
か

つ
、
必
要
な
期
間
、
労
働
力
に
係
る
そ
の
よ
う
な
制
限
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
五

分
野

金
融
業

小
分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス
（
銀
行
業
そ
の
他
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
業
を
除
く
。
）
）

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）

措
置

千
九
百
九
十
九
年
政
令
第
二
千
四
百
十
九
号
第
一
条
（
千
九
百
九
十
六
年
法
律
第
二
百
七
十
号
第
二
百
三
条
及
び
千

九
百
九
十
九
年
政
令
第
千
六
十
五
号
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
）

概
要

裁
判
所
又
は
警
察
の
命
令
の
対
象
と
な
る
金
銭
（
保
証
金
（
注
）
を
含
む
。
）
及
び
賃
貸
借
契
約
に
基
づ
い
て
委

託
さ
れ
る
資
金
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
農
業
銀
行
株
式
会
社
に
寄
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
株
式
会
社
は
、
こ
の

よ
う
な
排
他
的
権
利
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
、
そ
の
事
業
全
体
に
関
し
て
、
競
争
上
の
優
位
を
得
る
こ
と
が
あ
る
。

注

保
証
金
と
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
法
令
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
命
令
に
基
づ
い
て
寄
託
さ
れ
る
金
銭
（
例
え

ば
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
原
告
が
得
た
差
止
命
令
で
あ
っ
て
被
告
の
特
定
の
資
産
に
関
す
る
も
の
を
裁
判
所
が

取
り
下
げ
る
こ
と
の
代
償
と
し
て
、
被
告
が
裁
判
所
の
命
令
に
基
づ
い
て
寄
託
す
る
金
銭
）
を
い
う
。

十
六

分
野

金
融
業

小
分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス
（
銀
行
業
そ
の
他
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
業
を
除
く
。
）
）

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
二
条
）
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措
置

金
融
制
度
に
関
す
る
組
織
法

概
要

コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
次
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
対
し
、
優
位
又
は
排
他
的
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
畜
産
業
金
融
基
金
（
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｒ
Ｏ
）

コ
ロ
ン
ビ
ア
農
業
銀
行

国
民
保
証
基
金

電
力
金
融
公
社
（
Ｆ
Ｅ
Ｎ
）

国
土
開
発
金
融
公
社
（
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
）

ラ
・
プ
レ
ビ
ソ
ラ
信
託
銀
行

コ
ロ
ン
ビ
ア
教
育
資
金
貸
付
・
海
外
技
術
留
学
機
構
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｔ
Ｅ
Ｘ
）

貿
易
銀
行
（
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｘ
）

開
発
計
画
金
融
基
金
（
Ｆ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｄ
Ｅ
）

こ
の
よ
う
な
優
位
又
は
排
他
的
権
利
に
は
、
次
の
も
の
を
含
む
。
（
注
）

一
定
の
課
税
の
免
除

登
録
及
び
定
期
的
な
報
告
に
係
る
要
件
で
あ
っ
て
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
課
さ
れ
る
も
の
の
免
除

こ
の
項
に
掲
げ
る
金
融
機
関
が
発
行
す
る
債
務
証
書
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
政
府
に
よ
る
購
入
で
あ
っ
て
、
コ
ロ
ン
ビ

ア
の
公
的
機
関
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の

注

こ
の
適
合
し
な
い
措
置
が
附
属
書
Ⅰ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
締
約
国
は
、
締
約
国
が

前
記
の
金
融
機
関
に
付
与
す
る
優
位
又
は
排
他
的
権
利
が
例
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
了

解
す
る
。


